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神戸大学海洋政策科学部「海神会」 会則 

 

第１章 総 則 

 第１条 （名 称） 名称は、神戸大学海洋政策科学部同窓会「海神会」と称する（以下、「本会」という）。 

 第２条 （本 部） 本会は、本部を兵庫県神戸市東灘区深江南町５－１－１ 神戸大学海洋政策科学部内にお  

く。 

 第３条 （支 部） 本会は、必要な地域・職域などに支部を理事会の議を経ておくことが出来る。 

第２章 目的及び事業 

 第４条 （目 的） 本会は、会員相互の交流・親睦ならびに母校の教育・研究への援助を行い以って海事科学  

技術などの発展に寄与する。 

 第５条 （事 業） 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

      １ 会誌の発行、会員名簿の整備及び同窓会集会の開催 

      ２ 各年次卒業のクラス会ならびに各クラブ活動卒業生の会活性化への支援 

      ３ 母校の教育、研究活動に対する援助 

      ４ 母校後進に対する援助 

      ５ 同種関係団体の活動への参加 

      ６ その他、本会目的達成に必要な事項 

第３章 会 員 

 第６条 （会 員） 本会は、次の各項に揚げる会員を以って構成する。 

     １ 特別正会員 

       （１）川崎商船学校 卒業者 

       （２）神戸高等商船学校 卒業者 

     ２ 正 会 員 

       （１）神戸商船大学、神戸大学海事科学部及び神戸大学海洋政策科学部 卒業者 

       （２）神戸商船大学、神戸大学海事科学部及び神戸大学海洋政策科学部に在籍した者で総会の承   

認を得た者 

       （３）神戸商船大学専攻科 修了者 

       （４）神戸商船大学大学院、神戸大学大学院（海事系専攻） 

       （５）神戸商船大学・神戸大学乗船実習科 修了者 

     ３ 学生会員 

       （１）神戸大学海事科学部及び神戸大学海洋政策科学部 在学生 

       （２）神戸大学大学院海事科学研究科 在学生 

       （３）神戸大学乗船実習科 在学生 

     ４ 特別会員 
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       （１）神戸大学海洋政策科学部の教員及び事務長として在職する者 

       （２）神戸商船大学・神戸大学海事科学部・神戸大学海洋政策科学部の現・旧教職員で総会の承        

認を得た者 

       （３）その他、総会において入会を認めた者 

 第７条 （会員資格の喪失） 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する 

     １ （死亡など）死亡または失そうの宣告を受けたとき 

     ２ （除名）会則に違背し、または本会の名誉を著しく損ない総会の議により会長が除名の公告をし    

たとき 

第４章 役 員 

 第８条 （役員の種別及び定数） 本会に、次の役員を置く。 

     １ 会   長      １名 

     ２ 副 会 長      若干名 

     ３ 理   事      ５０名以内 

     ４ 監   事      ３名 

     ５ 評 議 員      ３００名以内 

     ６ 相談役・顧問    若干名 

 第９条 （役員の選任等） 

     １ 会長は正会員の中から理事会の指名推薦を受け総会にて承認される。 

     ２ 副会長は理事の中から会長が指名する。 

     ３ 理事は正会員の中から選任し総会で承認される。但し理事のうち２名以内を正会員以外から選任 

することができる。 

     ４ 監事は正会員の中から選任し総会で承認される。但し監事のうち１名以内を正会員以外から選任 

することができる。 

     ５ 評議員は正会員の中から選任し総会で承認される。 

     ６ 相談役・顧問は理事会の同意を得て会長が委嘱する。 

 第 10 条 （役員の職務） 各役員は次の職務を行う。 

     １ 会長は、本会を代表し、本会の会務を総理する。 

     ２ 副会長は、会長の職務を補佐し、会長ことある場合は、予め指名している副会長が会長の職を代 

行する。 

     ３ 理事は理事会を構成し、会長・副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、会務を分担し業務を執 

行する。 

     ４ 監事は理事会に出席し、理事の業務執行状況を監査すると共に財産及び会計を監査する。 

     ５ 評議員は評議会を構成し、会議において本会の会務について意見具申する。 

     ６ 相談役・顧問は会長の諮問に応じ意見を述べ、または会議に出席して意見を述べることができる。 

 第 11 条 （役員の任期） 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。但し、会長は２期４年を限度とする。 
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     １ 補欠または増員により選任された役員の任期は、夫々前任者または現任者の残任期間とする。 

     ２ 役員は辞任または任期満了においても、後任者が選出されるまでは、その職務を行わなければな  

らない。 

第５章 会 議 

 第 12 条 （会 議） 本会に、次の会議を置く。 

     １．総 会  ２．理事会  ３．評議会  ４．委員会 

 第 13 条 （議 決） 各会議の議決は出席会員の過半数で決める。可否同数の場合は議長の決めるところによ   

る。 

 第 14 条 （総 会） 総会は本会最高の決議機関であり、通常総会及び臨時総会とし通常総会は毎年１回開催 

し会長が召集する。 

     １ 総会は、正会員(特別正会員を含む)で構成し、議長は会長とする。 

     ２ 総会において、議決または承認する事項は次のものとする。 

       （１）事業報告及び事業計画 

       （２）会計決算・会計監査報告及び予算 

       （３）会則の改正または細則及び規定 

       （４）会長・理事・監事・評議員の選任承認 

       （５）総会の議決が必要であると認められた事項 

     ３ 臨時総会は正会員１００名または監事全員により会議に付すべき事項を示して召集を請求された 

場合には、会長は５０日以内にこれを召集する。 

 第 15 条 （理事会） 理事会は、年１回以上開催し、本会の常務について審議を行い執行する。 

     １ 理事会は理事（会長を含む）を以って構成し議長は会長とする。 

     ２ 理事会は会務執行のため本部に事務局を設けることができる。その職員は、会長が任免し、有給 

とすることができる。 

 第 16 条 （評議会） 評議会は、会務について意見具申及び会長の諮問に応じて答申する。 

       会議は会長が召集する。 

     １ 評議会は、評議員・理事（会長、副会長を含む）・監事で構成し、議長は評議会において互選と 

する。 

 第 17 条 （委員会） 本会の企画または執行に必要な場合、各種委員会を設置する。 

第６章 財産および会計 

 第 18 条 （経 費） 

     １ 本会の運営に要する経費は、会費・寄付・その他の収入を以ってあてる。 

     ２ 会計年度は 4 月 1 日に始まり翌年の 3 月 31 日に終わる。 

 第 19 条 （会 費） 

     正会員及び学生会員は、終身会費 40,000 円を納付するものとし、会費の徴収・管理については別に 

定める会費管理規定による。 

 第 20 条 （寄 付） 寄付とは、次の各項に定めるものをいう。寄付の募金・管理については別に定める寄付 
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取扱規定による。 

     1. 寄付 

      会員に対し本会が常時募金活動を行うことにより受領する寄付金 

     2. 特定寄付 

      会員に対し本会が目的・使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄付金 

     3. 特別寄付 

      前項以外で個人または団体から受領する寄付金 

第 21 条 （監 査） 監事は毎年２回以上本会の財産及び会計の監査を行う。 

第７章 その他 

 第 22 条 初代の会長、副会長、理事及び監事については、本会設立総会にて承認された。 

附 則 本会則は､平成 16 年２月 28 日から施行する。 

附 則 本会則は､平成 17 年２月 11 日一部改正、同日施行する。 

附 則 本会則は､平成 18 年２月 25 日一部改正、同日施行する。 

附 則 本会則は､平成 19 年５月 26 日一部改正、同日施行する。 

附 則 本会則は､平成 27 年５月 23 日一部改正、同日施行する。 

附 則 本会則は､平成 30 年６月 9 日一部改正、同日施行する。 

附 則 本会則は､令和 3 年 4 月 1 日一部改正、同日施行する。 


